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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
真空中でアーク電源を介して接続される陰極と陽極との間にアーク放電を発生させ、前記
陰極と前記陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマを介して主閉回路を形成する真
空アーク放電発生装置において、装置内に副陽極を配置し、少なくとも前記陰極と前記副
陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマを介した副閉回路を形成し、前記副閉回路
に副陽極を介してアーク放電の状態を計測するモニター装置が配設され、前記副閉回路を
流れる副電流が前記主閉回路を流れる主電流より小さく設定され、前記モニター装置は、
抵抗、コンデンサ、コイル（インダクタ）、定電圧源、定電流源、定電力源、電圧計、電
流計、電力計、電子負荷又はそれらの１種以上から構成され、前記副陽極として機能する
円筒状電極がプラズマの進行路に沿って配置され、前記真空アークプラズマが前記陰極の
蒸発面より後方へ拡散することを防止するため、及び／又は、真空アーク陰極点が陰極側
面に移動するのを防止するために導電性シールドが配置され、前記円筒状電極と前記導電
性シールドが前記副陽極として利用され、前記副陽極は、それ自身が蒸発しない不活性状
態に保持されることを特徴とする真空アーク放電発生装置。
【請求項２】
前記円筒状電極と前記導電性シールドが一体形成されている請求項１に記載の真空アーク
放電発生装置。
【請求項３】
前記陰極と前記副陽極と前記陽極が各々１個以上配置される請求項１又は２に記載の真空
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アーク放電発生装置。
【請求項４】
請求項１、２又は３に記載の真空アーク放電発生装置と、前記真空アーク放電発生装置に
より生成される陰極蒸発物質を被処理物の表面に蒸着する蒸着処理部を少なくとも具備す
ることを特徴とする真空アーク蒸着装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アーク放電を発生させる真空アーク放電発生装置に関し、更に詳細には、真
空中でアーク電源を介して接続される陰極と陽極との間にアーク放電を発生させ、前記陰
極と前記陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマを介して主閉回路を形成する真空
アーク放電発生装置及びそれを用いた蒸着装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　真空アーク放電発生装置は、真空雰囲気下にある陰極と陽極の間にアーク放電を生起し
て真空アークプラズマ（以下、単に「プラズマ」とも称する）を発生させる装置であり、
このプラズマを利用して蒸着膜の形成や表面改質等を行うことができる。真空アーク蒸着
装置では、真空アーク放電を発生させることにより、陰極を蒸発させてイオン化し、同イ
オンを含む真空アークプラズマを形成し、陰極材料からなる薄膜又は陰極材料と雰囲気ガ
スとからなる反応膜を基板上に生成させる。真空アーク放電を利用した蒸着装置は、蒸気
のイオン化率が高く、緻密で密着性に優れた蒸着膜（被膜）が得られるため、工具、機械
部品等への耐摩耗性の硬質被膜形成に適していることが特開２００１－３１６８０１号公
報（特許文献１）及び特開２００５－２１３６０４号公報（特許文献２）に記載されてい
る。
【０００３】
　図９は、前記特許文献１に記載される従来の真空アーク蒸着装置の構成概略図であり、
真空チャンバ１０１内の陰極１０２と陽極１０７との間の真空アーク放電によりプラズマ
を発生させて、基板１０９に蒸発粒子を蒸着する装置である。陰極１０２、トリガ電極１
０３及び陽極１０７は、真空チャンバ１０１と絶縁されるように各電流導入端子１０４を
介して外部の電気回路に接続されている。トリガ電極１０３は、第一電極１０２に接触さ
せて真空アーク放電を発生させる電極であり、電流制限抵抗器１０５を介して第一電源１
０６に接続されている。排気システム１３２によりガスが排気され、ガス導入システム１
３１により、一定流量のガスが導入されることにより、プラズマは、陰極１０２からの陰
極蒸発粒子１１２と陽極１０７からの陽極蒸発粒子１１３と共に、導入ガスの反応性粒子
１１５を含んでおり、プラズマ中に配置された基板１０９の表面に混合膜１１４が成膜さ
れる。更に、特許文献１では、図示していないが、陽極１０７とは別に副陽極を設けるこ
と、又は真空チャンバ１０１を副陽極として用いることが記載されている。これらの副陽
極は、陰極１０２からの蒸発を促進するために設けられるものであるが、それ以上の機能
を有するものではなく、構造の複雑化に見合った機能が付加されてこなかった。
【０００４】
　真空アーク放電の点弧では、前記トリガ電極１０３を陰極１０２に接触させて、電流を
流した状態で引離すことによりスパークを発生させる。前記電流制限抵抗器１０５によっ
て、前記トリガ電極１０３を陰極１０２の間の抵抗が陰極１０２と陽極１０７の間の抵抗
に対して低くなるため、陰極１０２と陽極１０７の間にプラズマからなるアーク（電弧）
が形成される。
　図１０に示すように、陰極１０２の表面には陰極点１０２ａが発生し、この陰極点１０
２ａからプラズマを構成する図９の陰極蒸発粒子１１２が放出される。特公平５－４８２
９８号公報（特許文献３）及び特許文献２には、前記陰極点１０２ａが陰極表面１０２ｂ
上を不規則及び／又は無制御に運動することが記載されている。この運動により陰極点１
０２ａが陰極表面１０２ｂの縁を通過しようとするとアークが消弧するため、再度、図９
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に示すトリガ電極１０３を陰極１０２に接触させる必要があった。
【０００５】
　特許文献３には、図９における陰極１０２の背面側に磁石を設置すると共に、陰極点が
陰極表面のみを運動するように磁界の強さを調整することが記載されている。しかしなが
ら、陰極点の運動を制御しても、その運動によって消耗した陰極表面上を移動するため、
陰極１０２と陽極１０７の距離が変動して、真空アーク放電が不安定になる場合があった
。これを解決するため、特許文献２には、円盤状の蒸着源（陰極）を回転させて、新たな
陰極表面に真空アーク放電を生起することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－３１６８０１号公報
【特許文献２】特開２００５－２１３６０４号公報
【特許文献３】特公平５－４８２９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、図９に示した蒸着装置に用いられる従来の真空アーク放電発生装置では、アー
クが自己消弧する度にトリガ電極１０３を陰極１０２に接触させるため、連続的に安定し
てプラズマを供給することが困難であった。前述のように、アークの自己消弧は、陰極点
の運動を起因とする場合があるが、その運動を磁界によって制御しても、消耗した陰極表
面上では、陰極１０２の表面と陽極１０７の距離が変動することによりアーク持続電圧が
保持され難くなり、陰極表面の状態によってアークが不安定となるため、自己消弧する場
合もあった。
【０００８】
　また、特許文献２には、円盤状の蒸着源（陰極）を回転させて、新たな陰極表面にアー
ク放電を生起することが記載されているが、陰極の回転装置や、真空アーク放電発生装置
の構造を複雑にして、メンテナンスを行うことが煩雑な作業となり、ランニングコストや
製造コストを増大させる。
　また、従来の真空アーク放電発生装置では、前記陰極１０２と陰極周辺にある真空チャ
ンバ１０１の内壁やトリガ電極１０３との間に異常放電が発生する場合があり、アーク放
電を不安定化させ、プラズマ電流の大幅な減少やアーク放電の自己消弧等を引き起こす可
能性があった。しかしながら、従来の真空アーク放電発生装置では、異常放電の発生を正
確に検出する手段が設けられていなかった。
【０００９】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであって、真空アーク放電の状態をモニタ
ーして、安定且つ持続的に真空アーク放電を保持することができる真空アーク放電発生装
置及びこれを用いた蒸着装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するために提案されたものであって、本発明の第１の形態は
、真空中でアーク電源を介して接続される陰極と陽極との間にアーク放電を発生させ、前
記陰極と前記陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマを介して主閉回路を形成する
真空アーク放電発生装置において、装置内に副陽極を配置し、少なくとも前記陰極と前記
副陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマを介した副閉回路を形成し、前記副閉回
路に副陽極を介してアーク放電の状態を計測するモニター装置を配設する真空アーク放電
発生装置である。ここで、真空中でアーク電源は、真空中でアーク放電を発生できる直流
電源、交流電源、又はパルス電源であり、直流電源の場合、通常、定格電圧が５～１００
Ｖの範囲、定格電流が５～３００Ａの範囲である。
【００１１】
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　本発明の第２の形態は、第１の形態において、前記副陽極は、それ自身が蒸発しない不
活性状態に保持される真空アーク放電発生装置である。
【００１２】
　本発明の第３の形態は、前記副閉回路を流れる副電流が前記主閉回路を流れる主電流よ
り小さく設定される請求項１又は２に記載の真空アーク放電発生装置。
【００１３】
　本発明の第４の形態は、第１、２又は３の形態において、前記モニター装置は、抵抗、
コンデンサ、コイル（インダクタ）、定電圧源、定電流源、定電力源、電圧計、電流計、
電力計、電子負荷又はそれらの１種以上から構成される真空アーク放電発生装置である。
【００１４】
　本発明の第５の形態は、第１～４のいずれかの形態において、前記真空アークプラズマ
が前記陰極の蒸発面（陰極前面）より後方へ拡散することを防止するため、及び／または
、真空アーク陰極点が陰極側面に移動するのを防止するために配置される導電性シールド
を前記副電極として利用する真空アーク放電発生装置である。
【００１５】
　本発明の第６の形態は、第５の形態において、前記シールドとは別に前記副電極を配置
する真空アーク放電発生装置である。
【００１６】
　本発明の第７の形態は、第５又は６の形態において、前記シールドは、導電性シールド
又は非導電性シールドのいずれかであり、磁性体又は非磁性体から形成される真空アーク
放電発生装置である。
【００１７】
　本発明の第８の形態は、第１～７のいずれかの形態において、前記陰極と前記副陽極と
前記陽極が各々１個以上配置される真空アーク放電発生装置である。
【００１８】
　本発明の第９の形態は、第１～８のいずれかの形態の真空アーク放電発生装置と、前記
真空アーク放電発生装置により生成される陰極蒸発物質を被処理物の表面に蒸着する蒸着
処理部を少なくとも具備する真空アーク蒸着装置である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の第１の形態によれば、装置内に副陽極を配置し、少なくとも前記陰極と前記副
陽極と前記アーク電源とが真空アークプラズマ（以下、単に「プラズマ」とも称する）を
介した副閉回路を形成し、前記副閉回路に副陽極を介してアーク放電の状態を計測するモ
ニター装置を配設するから、真空アーク放電の状態をモニターして、安定且つ持続的に真
空アーク放電を保持することができる。前記副陽極は、主として前記真空アークプラズマ
が進行するプラズマ進行路及び／又は前記陰極が設置されるプラズマ発生部に設けられる
が、後述するドロップレット捕集部のような付設部分に設置しても良い。尚、プラズマ発
生部は、真空雰囲気下にある陰極及びトリガ電極と陰極周辺の領域から構成される。
　第１の形態によれば、前記主閉回路の真空アークプラズマを保持しながら、前記副閉回
路のモニター装置によって副閉回路のプラズマ電流及び／又は電圧を計測するから、真空
アークプラズマの状態の一部をリアルタイムで観察することができる。従って、真空アー
クプラズマを用いて被処理物のプラズマ処理を行いながらプラズマの安定化を図ることが
でき、持続的なプラズマ処理を行うことができる。例えば、副閉回路電流が減少した場合
に、前記アーク電源により印加される電圧を増加させることにより、アーク放電を保持す
ることができる。更に、アークの自己消弧や陰極からの異常放電をリアルタイムで測定す
ることができるから、主閉回路電流／電圧や副閉回路電流／電圧の調整やトリガ電極の作
動を適宜に及び／又は自動的に行うことができる。トリガ電極は、通常、電動又は空圧ア
クチュエータによって機械的に駆動され、陰極表面に一旦接触し、およそ２秒以内に元の
位置に戻る動作を行う。この動作には、電気的なトリガ電極動作信号を発生する装置を用
い、その信号をもってアクチュエータを動作させる。
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【００２０】
　本発明の第２の形態によれば、前記副陽極は、それ自身が蒸発しない不活性状態に保持
されるから、前記プラズマが前記副陽極に接触して反応したり、前記副陽極から蒸発した
不純物が混入したりすることが防止され、高純度の真空アークプラズマを供給することが
できる。前記副陽極は、前記モニター装置によりアーク放電の状態を計測する前記副閉回
路に接続された電極であり、前記主閉回路の真空アークプラズマに対する影響が抑制され
ることが好ましく、前記副陽極が蒸発しない不活性状態に保持されることにより、第２の
形態の副陽極は前記主閉回路の真空アークプラズマを持続させながら、前記アーク放電の
状態をより正確に計測することができる。
【００２１】
　本発明の第３の形態によれば、前記副閉回路を流れる副電流が前記主閉回路を流れる主
電流より小さく設定されるから、好適な量の真空アークプラズマを供給しながら、前記ア
ーク放電の状態を計測することができる。プラズマ処理等に用いられるプラズマは、主と
して前記主閉回路の真空アークプラズマであり、前記副電流が小さく、前記主電流が大き
く設定されることから、プラズマ処理に必要とされる所望のプラズマ電流を保持しながら
、前記アーク放電の状態を部分的に計測することができる。
【００２２】
　本発明の第４の形態によれば、前記モニター装置は、抵抗、コンデンサ、コイル（イン
ダクタ）、定電圧源、定電流源、定電力源、電圧計、電流計、電力計、電子負荷又はそれ
らの１種以上から構成されるから、電流や電圧などの計測に基づいて、前記アーク放電の
状態をモニターすることができる。定電圧源、定電流源、定電力源をモニター装置として
配設した場合、副閉回路のプラズマ電流、プラズマ電圧又はその電力が一定に保持される
から、所定量以上のプラズマを安定に供給することができる。また、前記モニター装置と
しては、抵抗、コンデンサ、コイル（インダクタ）、電子負荷と共に、一般的な電流計や
電圧計を用いることができる。
【００２３】
　本発明の第５の形態によれば、導電性シールドを前記副電極として利用するから、前記
導電性シールドにより前記真空アークプラズマが前記陰極蒸発面より後方へ拡散すること
、及び／又は、真空アーク陰極点が陰極側面に移動することを防止できる共に、前記アー
ク放電の状態をモニターすることができる。また、前記導電性シールドにより異常放電の
防止やその計測を行うことができる。更にまた、装置製造上、部品点数や加工箇所点数が
少なくてすむ、という優位性もある。
【００２４】
　本発明の第６の形態によれば、シールドとは別に前記副電極を配置するから、前記シー
ルドによって前記真空アークプラズマが前記陰極蒸発面より後方へ拡散すること、及び／
または、真空アーク陰極点が陰極側面に移動することを防止できる共に、前記陰極からの
蒸発を促進することができる。前記副陽極は、前記陰極と前記陽極との対向空間内に配置
され、前記陽極よりも陰極側にあり、前記陰極と副陽極の間に真空アークプラズマを発生
させることにより、前記陽極の方向に真空アークプラズマをより確実に誘導することがで
きる。
【００２５】
　本発明の第７の形態によれば、前記シールドは、導電性シールド又は非導電性シールド
のいずれかであり、磁性体又は非磁性体から形成されるから、目的に応じて適宜に陰極に
対する磁界を形成して、真空アークプラズマの安定化を図ることができる。もちろん、シ
ールドを副陽極として使用する場合、導電性シールドである必要がある。また、磁界を用
いて陰極点の運動を制御する場合には、磁性体材料（例えば、軟鉄、積層鋼板、パーマロ
イ、磁性ステンレス鋼、など）で形成することが望ましい。磁界を用いて陰極点の運動を
制御する場合、シールドは、磁界を整える意味があり、整磁板などとも呼ばれる。
【００２６】
　本発明の第８の形態によれば、前記陰極と前記副陽極と前記陽極が各々１個以上配置さ
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れるから、これらの電極を適宜に配置することにより、プラズマをより確実に所定位置ま
で輸送することができる。本発明に係る真空アーク放電発生装置において、プラズマが進
行する経路が屈曲している場合、その屈曲部の前段と後段に前記副陽極を設けることによ
り、前記陰極からの蒸発を促進できると共に、プラズマの進行をモニターすることができ
る。
【００２７】
　本発明の第９の形態によれば、第１～８のいずれかの形態の真空アーク放電発生装置と
、前記真空アーク放電発生装置により生成される陰極蒸発物質を被処理物の表面に蒸着す
る蒸着処理部を少なくとも具備するから、真空アーク放電の状態を計測して、安定且つ持
続的に真空アーク放電を保持することができ、高品質の蒸着膜を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る真空アーク蒸着装置の構成概略図である。
【図２】図１に示した各電極の配置図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る真空アーク蒸着装置である。
【図４】第２実施形態の変形例となる真空アーク蒸着装置の構成概略図である。
【図５】本発明に係るシールドの実施形態を示す概略図である。
【図６】本発明に係るシールドの他の実施形態を示す概略図である。
【図７】本発明に係る副陽極とシールドの他の実施形態を示す概略図である。
【図８】本発明に係るシールドの他の実施形態を示す構成概略図である。
【図９】特許文献１に記載される従来の真空アーク蒸着装置の構成概略図である。
【図１０】図９における陰極点の運動を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る真空アーク放電発生装置及び蒸着装置の実施形態を、添付する図面
に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の第１実施形態に係る真空アーク蒸着装置１０の構成概略図である。真
空アーク蒸着装置１０は、真空アーク放電発生装置２０とこれとに付設されたプラズマ加
工部３０からなり、これらは一体の真空チャンバ１から形成されている。真空アーク放電
発生装置２０は、プラズマ発生部２７と真空アークプラズマが進行するプラズマ進行路２
２から構成される。プラズマ発生部２７とは、真空雰囲気下にある陰極２及びトリガ電極
３とそれらの周辺の領域である。真空アーク放電発生装置２０のプラズマ進行路２２には
、陰極２、トリガ電極３、陽極７及び副陽極１６が配設されている。前記陰極２には、シ
ールド１８が設けられ、このシールドにより、前記プラズマ発生部２７において、陰極２
の表面とトリガ電極の基端部３ａと又は陰極周辺の発生部外壁１ａとの間に異常放電が生
じることが防止される。更に、陰極２と陽極７には、アーク電源６が接続され、陰極２、
陽極７及びアーク電源６は、陰極２と陽極７の間に発生する真空アークプラズマを介して
主閉回路を形成する。前記トリガ電極３を陰極２に接触させて、電流を流した状態で引離
すことによりスパークを発生させる。電流制限抵抗器５によって、前記トリガ電極３と陰
極２との間の抵抗が陰極２と陽極７との間の抵抗に対して高くなるため、陰極２と陽極７
の間に真空アーク放電が生起される。このとき、陰極２の表面には陰極点が発生し、この
陰極点からプラズマ１７を構成する陰極蒸発粒子が放出される。被処理物９又はこの被処
理物９上の蒸着膜に所定の特性を付与するために、導入口３１から一定流量の反応性ガス
を導入しても良く、排気口３２からガスが排気される。なお、トリガ電極動作信号発生装
置は図示していない。
【００３０】
　同様に、副陽極１６には、モニター装置１９を介してアーク電源６が接続されている。
陰極２、副陽極１６、モニター装置１９及びアーク電源６は、陰極２と副陽極１６の間に
介在する真空アークプラズマを介して副閉回路を形成し、前記モニター装置１９により真
空アーク放電の状態を部分的に計測する。前記モニター装置１９は、抵抗、コンデンサ、
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コイル、定電圧源、定電流源、定電力源、電圧計、電流計、電力計、電子負荷又はそれら
の１種以上から構成される。例えば、モニター装置１９に定電圧源が用いられる場合、真
空アークプラズマの中間の電位が一定に保持されるため、全体の真空アークプラズマが安
定化する。従って、被処理物９の表面に持続的に安定してプラズマを供給することができ
、比較的均一な蒸着膜を成膜することが可能である。
【００３１】
　なお、真空アーク放電の性状から見て、副閉回路に流れる電流をモニターして制御する
のが最も安定なプラズマ供給を行うことができ、副閉回路に流す電流（モニター電流）を
アーク電流（アーク電源から供給される電流）の０．１％～２０％（モニター電流パーセ
ント）に設定するのがよい。この範囲より大きいとプラズマの輸送効率が低下する。また
、副閉回路に流す電流が低いと、アーク放電の持続性が低下する。電極材料によってアー
ク放電の最適制御可能なモニター電流パーセントは異なるが、黒鉛陰極の場合、大よそ５
～１５％に設定するのがよい。この値より大きい場合、異常放電が発生していることを示
しており、再点弧によって正常放電に戻す動作を行う信号を発生させる。又、この値より
小さい場合、アーク放電が自己消弧している、又は、その前駆状態にある、ことを意味し
ており、やはり再点弧の信号を発生させる。なお、再点弧の信号というのは、トリガ電極
動作信号のことである。副閉回路にアーク放電の状態を計測するモニター装置から発信さ
れる電気信号をトリガ電極動作信号発生装置が受信し、トリガ電極動作信号を発信する。
黒鉛電極の場合、モニター電流パーセントを約１０％に設定したところ、本発明を使用し
なかった場合と比べ、自己消弧頻度を約５分の１以下にでき、異常放電頻度も約３分の１
以下にでき、真空アーク放電を持続的に安定化することができた。
【００３２】
　図２は、図１に示した各電極の配置図である。図に示すように、円柱状の陰極２の前面
外周にシールド１８が設けられ、円筒状の副陽極１６とテーパ状の陽極７が前記プラズマ
進行路に沿って配設されている。陰極表面（陰極前面であり、蒸発させる面）２ｂと副陽
極１６及び陰極表面２ｂと陽極７の間に真空アーク放電が生起されて、真空アークプラズ
マが発生する。真空アークプラズマを構成する陰極材料粒子は、主として前記陰極表面２
ｂに形成された陰極点２ａから蒸発する。前記シールド１８は、陰極点２ａからの異常放
電を防止する。陰極点２ａは、陰極表面２ｂ上を不規則に運動し、陰極表面２ｂの周縁に
近づいたとき、異常放電を引き起こすことがあった。
【００３３】
　図３は、本発明の第２実施形態に係る真空アーク蒸着装置１０である。この第２実施形
態では、副陽極１６が図１のシールド１８の位置に設けられている。前記異常放電が引き
起こされた場合、モニター装置１９により異常放電を計測することができる。その他の部
材は、図１と同様の構成を有し、同一の機能を有する部材には、同一符号を付しており、
説明は省略する。
【００３４】
　図４は、第２実施形態の変形例となる真空アーク蒸着装置１０の構成概略図である。真
空アーク放電では、陰極２から陰極材料イオン、電子、陰極材料中性粒子（原子及び分子
）といった真空アークプラズマ構成粒子が放出されると同時に、サブミクロン以下から数
百ミクロン（０．０１～１０００μｍ）の大きさのドロップレットが放出される。蒸着膜
の成膜で問題となるのは、前記ドロップレットの発生であり、ドロップレットが被処理物
９の表面に付着すると、蒸着膜の均一性が失われ、欠陥品となる。図４の実施形態では、
真空アーク放電発生装置２０にドロップレット捕集部２３が設けられている。陰極２から
進行してくるプラズマは、磁界により屈曲されて第２プラズマ進行路２４に進行し、プラ
ズマ加工部３０に供給される。このとき、陰極２で発生したドロップレットは、磁界の影
響を殆ど受けないため、直進してドロップレット捕集部２３に捕集される。図４において
、副陽極１６が図１のシールド１８の位置に設けられており、モニター装置１９により異
常放電等を計測することができる。
【００３５】
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　図５は、本発明に係るシールドの実施形態を示す概略図である。（５Ａ）に示したシー
ルド１８には、陰極表面２ｂの周縁だけでなく、陰極２の側面部を囲う外囲部２５が設け
られている。従って、陰極２とその周辺部の間に異常放電が発生することがより確実に防
止される。（５Ｂ）では、陰極表面２ｂの両側にシールド１８が設けられている。この場
合、比較的簡単な構造を有するため、シールド１８を簡易に配設することができる。尚、
図５におけるシールドは、副陽極の機能も有する場合、前述のように接続されるモニター
装置により真空アーク放電の状態が計測される。
【００３６】
　図６は、本発明に係るシールドの他の実施形態を示す概略図である。（６Ａ）では、シ
ールド１８に板状の突出部２６が設けられている。従って、シールド機能を有すると共に
、前記陰極表面の蒸発を促進する、及び／又は、プラズマの輸送方向を方向付ける、及び
／又は、放電を安定化する副陽極としての機能が増強されている。（６Ｂ）では、棒状の
突出部２６が設けられ、（６Ａ）と同様に、シールド機能を有すると共に、陰極表面の蒸
発を促進する、及び／又は、プラズマの輸送方向を方向付ける、及び／又は、放電を安定
化する機能が増強されている。
【００３７】
　図７は、本発明に係る副陽極１６とシールド１８の他の実施形態を示す概略図である。
副陽極１６とシールド１８が一体に形成され、陰極２と陽極７の間に配設されている。従
って、図６に示したシールド１８と同様に、シールド機能と副陽極１６の機能を有してお
り、前記副陽１６に接続されるモニター装置により、真空アーク放電の状態、即ち、真空
アークプラズマを介した副閉回路の電流や電圧を計測する。
【００３８】
　図８は、本発明に係るシールドの他の実施形態を示す構成概略図である。図８のシール
ド１８は、陰極側面２ｂを保護する外囲部２５とシールド部２８から構成され、陰極前面
２ｂの周囲に設けられたシールド部２８は、３層構造を有している。このシールド部２８
は、セラミック材料からなるシールド部材１８ｃが軟鉄からなる整磁部材１８ａ、１８ｂ
により挟まれている。整磁部材１８ａと１８ｂとは金属製ボルト・ナット２６で固定され
、導通している。尚、整磁部材１８ａと１８ｂを固定し、これらの電気的導通が保持され
れば、種々の固定手段を用いることが可能である。この構造の場合、真空アーク放電によ
って汚染されたり、成膜されたりして汚れるシールドの表面、即ち、整磁部材１８ａの交
換が容易である。また、前記整磁部材１８ａ、１８ｂではなく、非磁性ステンレスなどを
用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明によれば、真空アーク放電の状態をモニターして、安定且つ持続的に真空アーク
放電を保持することができる真空アーク放電発生装置及びこれを用いた蒸着装置を提供す
ることができる。従って、金属、半導体、絶縁体、ＤＬＣ膜、ダイヤモンド膜等の単層膜
、多層膜、又は複数の物質から形成される合金膜、セラミック膜又は化合物半導体膜等の
製造に関し、高品質でかつ均一な蒸着膜を成膜することができる真空アーク放電発生装置
及び蒸着装置を提供することができる。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　真空チャンバ
１ａ　　　発生部外壁
２　　　　陰極
２ａ　　　陰極点
２ｂ　　　陰極表面（陰極前面、蒸発面）
３　　　　トリガ電極
３ａ　　　基端部
５　　　　電流制限抵抗器



(9) JP 5489260 B2 2014.5.14

10

20

30

６　　　　アーク電源
７　　　　陽極
９　　　　被処理物
１０　　　真空アーク蒸着装置
１６　　　副陽極
１７　　　プラズマ
１８　　　シールド
１８ａ　　シールド部材
１８ｂ　　整磁部材
１８ｃ　　整磁部材
１９　　　モニター装置
２０　　　真空アーク放電発生装置
２１　　　ドロップレット
２２　　　プラズマ進行路
２３　　　ドロップレット捕集部
２４　　　第２プラズマ進行路
２５　　　外囲部
２６　　　金属製ボルト・ナット
２７　　　プラズマ発生部
３０　　　プラズマ加工部
３１　　　導入口
３２　　　排気口
１０１　　真空チャンバ
１０２　　陰極
１０２ａ　陰極点
１０２ｂ　陰極表面（陰極前面）
１０３　　トリガ電極
１０４　　電流導入端子
１０５　　電流制限抵抗器
１０６　　第一電源
１０７　　陽極（第二電極）
１０８　　第二電源
１０９　　基板
１１２　　陰極蒸発粒子
１１３　　陽極蒸発粒子
１１４　　蒸着膜
１１５　　反応性粒子
１３１　　ガス導入システム
１３２　　排気システム
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